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午前九時〇〇分開会 

午前九時〇〇分開議 

○議長（鈴川基次君） おはようございます。ただいまの出席議員数は１０人です。定足

数に達していますので、平成２７年美浜町議会第３回定例会を開会します。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員には、会議規則第１２６条の規定によって、９番、田渕議員、１０番、

中西議員を指名します。 

 日程第２ 会期決定の件を議題にします。 

 事務局長から別紙会期予定表を説明します。 

○事務局長（北裏典孝君） 説明します。 

 平成２７年美浜町議会第３回定例会会期予定表。 

 本日、９月８日・火曜日、本会議、１番、会議録署名議員の指名、２番、会期の決定、

３番、諸報告、４番、全議案の提案理由説明、終了後、各常任委員会を開催します。 

 ９月９日・水曜日、本会議、一般質問。 

 ９月１０日・木曜日、休会。 

 ９月１１日・金曜日、本会議、諸報告及び一般質問。 

 ９月１２日・土曜日、休会。閉庁でございます。９月１３日・日曜日、休会。閉庁でご

ざいます。 

 ９月１４日・月曜日、休会。 

 ９月１５日・火曜日、本会議、議案審議。９月１６日・水曜日、本会議、議案審議。９

月１７日・木曜日、本会議、議案審議。 

 以上でございます。 

○議長（鈴川基次君） お諮りします。 

 本定例会の会期は事務局長説明のとおり、本日から９月１７日までの１０日間にしたい

と思います。 

 ご異議ありませんか。 

○議員 「異議なし」 

○議長（鈴川基次君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月１７日ま

での１０日間に決定しました。 

 日程第３ 諸報告を行います。 

 地方自治法第１２１条の規定によって、本定例会に説明員として出席通知のありました

者の職、氏名を一覧表としてお手元に配付しています。 

 本定例会に提出された議案は、お手元に配付していますが、事務局長から報告します。 

○事務局長（北裏典孝君） 報告します。 
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 報告第１号 専決処分事項の報告（平成２７年度美浜町一般会計補正予算（第３号））

について、報告第２号 平成２６年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告

について、議案第１号 和歌山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の減少及

び和歌山県市町村総合事務組合規約の変更について、議案第２号 美浜町個人情報保護条

例の一部を改正する条例について、議案第３号 美浜町手数料徴収条例の一部を改正する

条例について、議案第４号 平成２７年度美浜町一般会計補正予算（第４号）について、

議案第５号 平成２７年度美浜町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について、議

案第６号 平成２７年度美浜町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について、

議案第７号 平成２７年度美浜町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について、

議案第８号 平成２７年度美浜町介護保険特別会計補正予算（第２号）について、議案第

９号 平成２７年度美浜町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について、議案第

１０号 平成２７年度美浜町水道事業会計補正予算（第２号）について、議案第１１号 固

定資産評価審査委員会委員の選任について、議案第１２号 教育委員会委員の任命について、

認定第１号 平成２６年度美浜町一般会計歳入歳出決算認定について、認定第２号 平成

２６年度美浜町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第３号 平成２６

年度美浜町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第４号 平成２６

年度美浜町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第５号 平成２６年

度美浜町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第６号 平成２６年度美浜町

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、認定第７号 平成２６年度美浜町水

道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について。 

 以上です。 

○議長（鈴川基次君） 町長提出案件は以上です。 

 本日までに受理した陳情書は、お手元に配付しました文書表のとおりです。 

 報告します。 

 議員派遣の件についての派遣結果の報告については、お手元に配付のとおりです。 

 次に、平成２６年度決算審査報告について、監査委員から報告を受けます。中西議員。 

○監査委員（中西満寿美君） 平成２６年度決算審査意見書の報告を行います。 

 審査の概要、（１）審査期日、平成２７年７月１０日、平成２７年８月１１日、平成２７

年８月１９日、平成２７年８月２０日、平成２７年８月２１日。 

 （２）審査対象、１．平成２６年度美浜町一般会計、２．平成２６年度美浜町国民健康

保険特別会計、３．平成２６年度美浜町農業集落排水事業特別会計、４．平成２６年度美

浜町公共下水道事業特別会計、５．平成２６年度美浜町介護保険特別会計、６．平成２６

年度美浜町後期高齢者医療特別会計、７．平成２６年度美浜町水道事業会計。 

 （３）概要、地方自治法第２３３条第２項及び同条第５項の規定により、平成２６年度

美浜町一般会計歳入歳出決算及び特別会計６会計の決算等にかかわる審査の結果について

報告します。 
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 平成２６年度中に実施した例月出納検査・定例監査・随時監査等の結果を参考にしなが

ら、関係諸帳簿並びに諸書類を照査の上、審査を実施しました。 

 １．一般会計。 

 平成２６年度一般会計の決算額は、歳入３７億９０，７２３，４２４円、歳出３６億

５，２２７，０８４円で、平成２５年度に比較して、歳入で５．８５％、歳出で５．０５％、

それぞれ減少している。 

 歳出面においては、執行率９２．４５％で、明許繰越額として９，００５千円、予算に

対する不用額は８４，７３６，９１６円、２．１７％であり、前年度より０．８％減少し

ている。 

 総計予算主義に基づき、適正な見積もりと年度途中での減額等、補正の措置をする必要

がある。 

 財政収支の状況で、決算状況は歳入歳出差引額１億８５，４９６，３４０円の剰余金を生

じているが、翌年度へ繰り越すべき財源として、繰越明許費９，００５千円、これを差し引

いた実質収支は１億７６，４９１，３４０円で、単年度収支はマイナス４８，２３０,１９６

円である。 

 次に、財政指標について、財政構造の弾力性を測定する比率に使われる経常収支比率は

９４．８％、２５年度９３．７％である。 

 また、実質収支比率については７．８％、前年度９．９％で２．１％ポイント改善され

ている。 

 次に、公債費比率は６．９％、公債費負担比率１０．９％については、財政運営上、適

正数値であり良好である。 

 ２．国民健康保険特別会計。 

 平成２６年度国民健康保険特別会計の決算は、歳入１１億１０，９０７，７８７円、歳

出１０億６３，９１３，２５６円で、前年度に比較して、歳入額は０．９６％増加し、歳

出額は１．１２％減少している。 

 歳入歳出差引額（実質収支額）は４６，９９４，５３１円となっている。歳入の約１９％

を占める保険税では、前年度に比べ２．４３％の増加である。不納欠損額として、１４件、

１，２０１，７００円を処分している。 

 ３．農業集落排水事業特別会計。 

 平成２６年度における歳入決算額は２億１６，８５９，１１０円、歳出は２億

１４，８５９，１１０円。前年度に比較して、歳入１１４．５７％、歳出１１２．５９％、

それぞれ増加している。歳入歳出差引額２,０００千円、明許繰越額２，０００千円で、

実質収支額はゼロ円である。 

 なお、水洗化率については、和田処理区で加入者戸数８８３戸、水洗化戸数８３７戸、

水洗化率９４．８％である。また、入山・上田井地区においては、加入者戸数４１０戸、

水洗化戸数３６４戸、水洗化率８８．８％である。 
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 ４．公共下水道事業特別会計。 

 平成２６年度における歳入決算額は２億５８，０２５，２４３円、歳出は２億

５０，７２５，２４３円、前年度に比較して、歳入３．９８％、歳出１．２９％、それぞ

れ増加している。歳入歳出差引額７，３００千円、明許繰越額７，３００千円で、実質収

支額はゼロ円である。 

 なお、松原処理区の水洗化率については、供用開始戸数１，３３４戸、水洗化戸数９５５

戸、水洗化率７１．６％である。 

 ５．介護保険特別会計。 

 平成２６年度における歳入決算額は８億２３，４２６，３７７円、歳出８億

１６，６５７，３６９円、前年度に比較して、歳入３．２７％、歳出４．０％、それぞ

れ増加している。歳入歳出差引額（実質収支額）は６，７６９，００８円となっている。 

 歳入の約１９％を占める保険税では、前年度に比べ２．８５％の増加である。不納欠損

額として、２０件・６２４，１６０円を処分している。 

 ６．後期高齢者医療特別会計。 

 平成２６年度における歳入決算額は２億２，６９１，９５３円、歳出２億１，５６１，８５３

円で、前年度に比較して、歳入１．２１％、歳出１．２４％、それぞれ増加している。 

 歳入歳出差引額（実質収支額）は１，１３０，１００円となっている。 

 歳入の約３２％を占める保険税では、前年度に比べ１．１４％の増加である。 

 ７．水道事業会計。 

 水道事業収益は、決算額１億３７，３６３，１３８円で、その内訳は営業収益１億

２２，７２，００２円、営業外収益１４，６４３，１３６円である。 

 収益的支出については、水道事業費用額は１億５５，１１８，９４９円で、その内訳

は営業費用１億３９，８４４，１２６円、営業外費用１３，４８９，５５７円、特別損失

１，７８５，２６６円である。 

 資本的収入については、予算額２３，８４０千円に対し、決算額は５，３７９，２００

円である。 

 資本的支出は、決算額８４，７４４，３１１円で、執行率は７０．７９％である。 

 また、資本的収入が資本的支出に不足する額７９，３６５，１１１円については、過年度分

損益勘定留保資金１３，７７１，０４９円、当年度分損益勘定留保資金６１，４６４，９４２

円、当年度消費税資本的収支調製額４，１２９，１２０円で補塡している。 

 次に、営業収益が１億１３，９２６，７４３円、営業費用の合計が１億３８，０３８，３１０

円で、差し引き営業損失は２４，１１１，５６７円である。 

 また、営業外収益では受取利息４２１，５２９円、雑収益１，６６６，６５３円、長期

前受金戻入１２，５６２，６７７円、それから支払利息１０，６３８，９５７円を差し引

きすると、経常損失は２０，０９９，６６５円となり、特別利益はないが、その他特別損

失１，７８５，２６６円を計上しているので、当年度純損失は２１，８８４，９３１円の
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赤字となっている。 

 また、年度末の未処分利益剰余金は９１，８８３，９３６円となっている。 

 以上、審査に付された一般会計及び特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出事項別明細書

は、法令に基づいて調整されており、計数は関係帳簿及び証拠書類等と照合した結果、計

数的に正確であり、内容も正当なものである 

 監査委員の意見として、税や使用料等で不納欠損額・収入未済額が多く計上されてい

る。 

 税は歳入における貴重な財源であり、一方、住民からすれば義務として納入すべき公的

負担である。滞納が生じると納税した者との間に不公平を生じることになる。税の公平性

の観点から、滞納ゼロを目指し、より一層の徴収努力を図られたい。 

 使用料等においても、納期限までに納めた者との間に不公平が生じないよう、条例の規

定どおり徴収されるよう努められたい。 

 一般会計・特別会計に多くの不用額が生じている。また、流用も多く見受けられる。不

用額については、最小の経費で最大の効果を上げられるよう効果的な執行が肝要であると

捉え、適正な予算執行及び予算措置を求め、また流用は必要最少限に抑えるよう予算編成

と予算執行を求める。 

 各種委託料・賃借料については、契約内容や結果を精査し、見直し改善を図って予算の

縮減に努められたい。 

 各種団体の補助金・負担金についても同様であるが、さらに成果等を精査した上で、次

年度の予算編成に反映されるように求めます。 

 次に、平成２６年度決算に係る財政健全化審査・経営健全化審査意見書を報告します。 

 審査の概要。 

 審査期日。平成２７円８月２１日。 

 審査対象。１．平成２６年度決算に係る健全化判断比率。２．平成２６年度決算に係る

資金不足比率。 

 概要。地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規

定により、健全化判断比率・資金不足比率等にかかわる審査の結果について報告します。 

 町長から提出された健全化判断比率・資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記

載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施しました。 

 １．健全化判断比率。 

 ①実質赤字比率。 

 平成２６年度一般会計歳入歳出決算においては、赤字はなく、実質収支額が１億

７６，４９１千円の黒字であることから、実質赤字比率は発生していない。 

 なお、早期健全化基準の１５％は、標準財政規模に対する赤字額の割合を言います。 

 ②連結実質赤字比率。 

 一般会計、国民健康保険特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、農業
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集落排水事業特別会計、公共下水道事業特別会計、水道事業会計の各会計における平成

２６年度決算においては、それぞれ赤字もしくは資金不足はなく、これらを連結させた場

合、４億２２，５３３千円の黒字であることから、連結実質赤字比率は発生していない。 

 なお、早期健全化基準は２０％である。 

 ③実質公債費比率。 

 一般会計における公債費や特別会計・一部事務組合に係る公債費負担をもって算出され

た平成２６年度決算に係る実質公債費比率については８．０％となっており、早期健全化

基準の２５％と比較すると、これを大きく下回っている。 

 ④将来負担比率。 

 一般会計が実質的に負担することとなる地方債残高や退職手当支給予定額などをもって

算出された平成２６年度決算に係る将来負担比率については４５．２％となっており、早

期健全化基準の３５０％と比較すると、これを大きく下回っている。 

 ２．資金不足比率。 

 農業集落排水事業特別会計並びに公共下水道事業特別会計、水道事業会計の各会計にお

ける平成２６年度決算においては、いずれも資金不足はなく、よって資金不足比率は発生

していない。 

 農業集落排水事業特別会計、公共下水道事業特別会計では過不足なし、水道事業会計で

は１億９１，１４８千円の資金剰余となっている。 

 なお、経営健全化基準は２０％である。 

 以上、審査に付された健全化判断比率・資金不足比率及びその算定となる事項を記載し

た書類は、いずれも適正に作成されているものと認める。 

 監査委員の意見として、平成２６年度決算における財政健全化判断比率の状況は、財政

健全化法で規定されている指標では良好な数値を維持しており、その点では問題はないと

判断できる。 

 しかし、今後、歳入増が見込めない中、高齢化の進展による医療介護費等の増加や防災

対策による歳出増が考えられ、毎年、財政調整基金を取り崩しての予算編成を行っている

中で、さらに取り崩し額の増加が見込まれ、財政の硬直化がより一層進むことが懸念され

る。歳出の見直しによる節減措置並びに費用対効果を念頭に、事業の重要度・緊急性等を

勘案し、事業の厳選化に努められたい。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（鈴川基次君） これで、諸報告を終わります。 

 日程第４ 全議案の提案理由説明を求めます。町長。 

○町長（森下誠史君） おはようございます。 

 平成２７年美浜町議会第３回定例会に提案いたしました報告２件、議案１２件、認定７

件について提案理由を申し上げます。 

 まず、報告第１号は、専決処分事項の報告、平成２７年度美浜町一般会計補正予算（第
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３号）についてでございます。 

 本専決処分事項につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ３，５３３千

円を追加し、補正後の歳入歳出予算の総額を３７億１６，２９８千円とするものでござい

ます。 

 歳出のみ申し上げますと、農林水産業費２，５００千円の追加は、７月１７日から１８

日にかけての台風１１号の影響により大量の木片等が煙樹ヶ浜に漂着したものを、地びき

網漁業の操業に支障となる漂着ごみを一時的に集積するために、紀州日高漁業協同組合に

対する負担金を支出するものでございます。 

 教育費１，０３３千円の追加は、お盆明けに北海道で開催された中体連の全国大会へ松

洋中学校女子柔道部とバドミントン部が出場しましたので、必要経費について補助したも

のでございます。 

 以上を８月１０日付で専決処分させていただきましたので、地方自治法第１７９条第３

項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。 

 報告第２号は、平成２６年度決算に係る健全化判断比率及び資金不足比率の報告につい

てでございます。 

 この報告は、いわゆる財政健全化法により、ご報告を申し上げるものでございます。 

 財政状況の悪化を可能な限り早い段階で把握いたしまして、財政の健全化に取り組める

ように、財政の健全性に関する指標の公表制度が設けられ、早期健全化基準、財政再生基

準という全国一律の基準に照らし合わせて、もし基準を超えれば、再生を図るための計画

策定が義務づけられるものでございます。 

 平成２６年度の決算から、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項によ

り、ご報告するものでございますが、当町では実質赤字比率、連結実質赤字比率はいずれ

も赤字はなく、赤字比率は発生してございません。 

 また、実質公債費比率につきましては８．０％、将来負担比率につきましては４５．２％

となり、早期健全化団体基準を大きく下回ってございます。 

 次に、平成２６年度決算に係る資金不足比率でございますが、これも先の４指標と同様、

財政健全化法第２２条第１項に基づき、議会にご報告を申し上げるものでございます。 

 当町での対象会計は、農業集落排水事業特別会計、公共下水道事業特別会計及び水道事

業会計の各会計で、平成２６年度決算においては、いずれも資金不足は発生していません

ので、資金不足比率は発生してございません。 

 議案第１号は、和歌山県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体数の減少及び和歌

山県市町村総合事務組合規約の変更についてでございます。 

 和歌山県市町村総合事務組合の構成団体のうち、那賀老人福祉施設組合が、平成２８年

３月３１日をもって解散するのに伴い、同日付で和歌山県市町村総合事務組合を脱退した

い旨の通知がありましたので、組合規約の変更について地方自治法第２８６条第１項の規

定により、議会の議決をお願いするものでございます。 
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 議案第２号は、美浜町個人情報保護条例の一部を改正する条例についてでございます。 

 今回の条例改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律、いわゆる番号法がいよいよ動き始めるのに際し、これまで定義されていた個人情

報の概念に加え、個人番号を含む個人情報を特定個人情報と定義して、美浜町個人情報保

護条例の中でも対象にしていくことを明確に定義し、整合性を図るものでございます。 

 議案第３号は、美浜町手数料徴収条例の一部を改正する条例についてでございます。 

 社会保障・税番号制度に伴う行政手続における特定の個人を識別するための番号、いわ

ゆるマイナンバーが本年１０月に住民の皆さんに通知されることとなります。 

 このときに送られてくるのが通知カードというもので、さらに希望する方には、これま

での住基カードにかわり個人カードが交付されることから、本条例を改正し、それぞれの

カードの再発行について手数料を定めるものでございます。 

 議案第４号は、平成２７年度美浜町一般会計補正予算（第４号）についてでございます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ１２，８５６千円を追加し、補

正後の歳入歳出予算の総額を３７億２９，１５４千円とするものです。 

 まず、７ページの歳入から主なものをご説明申し上げますと、地方特例交付金は、平成

２７年度分の算出において額が確定されました分の追加でございます。 

 地方交付税の減額は、財源調整によるものでございます。 

 国庫支出金、国庫補助金、総務費国庫補助金は、選挙システム改修や個人番号の通知に

係る事務に対する補助。民生費国庫委託金も、国民年金システムの改修に係る委託金でご

ざいます。 

 県支出金、県補助金、民生費県補助金は、介護保険制度の改正により要支援認定の方が、

平成２９年４月から総合事業に移行するのに向けて、ニーズ調査や人材育成に取り組むた

めの県の補助金「わかやまシニアのちから活用推進事業補助金」及び「わかやまシニア元

気アップ事業補助金」でございます。 

 寄附金は、大原内科様から、和田小学校の図書の充実に充ててほしいというご希望でご

寄附をいただいたものを予算化するものでございます。 

 諸収入、雑入は、補助金の精算と婚活サポート事業の自己負担分の追加でございます。 

 最後に、町債は、臨時財政対策債の借入可能額確定による追加でございます。 

 次に、１１ページからの歳出でございますが、主なものを申し上げます。 

 まず、ところどころ職員手当の追加がありますが、全て超過勤務手当の追加でございま

す。 

 総務費、総務管理費では、企画費で婚活サポート事業参加者の飲食費の追加、電子計算

費で選挙システムの改修費などが追加となってございます。 

 諸費は、前年度の補助金の精算による償還金でございます。 

 戸籍住民基本台帳費は、個人番号通知に係る経費。民生費、社会福祉費、国民年金費も、

年金システムの改修に係る経費でございます。 
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 地域包括支援センター運営費は、歳入でも申し上げた「わかやまシニアのちから活用推

進事業」等でございます。 

 農林水産業費、農業費、農地費は、農業集落排水事業特別会計への繰り出しの追加。土

木費、道路橋梁費、道路新設改良費は、田井１３号線で公有財産購入費と補償費を工事請

負費に振り替えするものでございます。 

 教育費では、負担金の追加、小学校図書購入費の追加、中学校の修繕費の追加、ひまわ

りこども園の備品購入費の追加などでございます。 

 また、第２表 地方債の補正もあわせて計上してございます。 

 議案第５号は、平成２７年度美浜町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について

でございます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ２３，６９６千円の追加をお願

いし、補正後の歳入歳出予算の総額を１２億７２，７３４千円とするものでございます。 

 議案第６号は、平成２７年度美浜町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）につ

いてでございます。 

 今回、補正をお願いする額は、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ３，０４０千円

を減額し、補正後の歳入歳出予算の総額を１億９０，５４２千円とし、補助金の減額によ

り工事費を減額するものでございます。 

 なお、債務負担行為の追加、地方債補正をあわせてお願いしてございます。 

 議案第７号は、平成２７年度美浜町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）につい

てでございます。 

 今回、補正額はありませんが、上下水道管理システムがクラウドに参加することとなり、

来年４月以降５年間の費用の上限を債務負担行為として追加するものでございます。 

 議案第８号は、平成２７年度美浜町介護保険特別会計補正予算（第２号）についてでご

ざいます。 

 今回お願いいたします補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ５，５９４千円

を追加して、補正後の歳入歳出予算の総額を８億２８，４５４千円とするものでございま

す。 

 議案第９号は、平成２７年度美浜町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）につい

てでございます。 

 今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ１，４３１千円の追加をお願い

し、補正後の歳入歳出予算の総額を１億９８,６５１千円とするものでございます。 

 議案第１０号は、平成２７年度美浜町水道事業会計補正予算（第２号）についてでござ

います。 

 今回の補正は、公共下水道事業特別会計と同様、上下水道管理システムが来年４月から

クラウドに参加するに当たり、４月以降５年間の経費の上限額を債務負担行為として追加

するものでございます。 
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 議案第１１号は、固定資産評価審査委員会委員の選任についてでございます。 

 現在、固定資産評価審査委員会委員をお願いしてございます塩崎葵氏、三輪規氏の任期

が本年１０月１０日となってございます。 

 塩崎葵氏におかれましては、昭和６０年に選任させていただき、今日まで３０年にわた

りご活躍いただきました。このたび、固定資産評価審査委員を勇退されることとなりまし

た。ここに改めてそのご功績を称え、衷心より厚く御礼を申し上げます。 

 塩崎葵氏の後任といたしまして、美浜町和田１２２８番地、田中愼太郎氏を選任させて

いただきたいものでございます。 

 また、平成１８年に選任させていただきました三輪規氏におかれましては、再度選任を

いたしたく、お二人の選任について地方税法第４２３条第３項の規定により、議会の同意

を求めるものでございます。 

 議案第１２号は、教育委員会委員の任命についてでございます。 

 湯川謹子氏の教育委員会委員の任期が、本年９月３０日となってございます。 

 湯川謹子氏は、平成１９年１０月に教育委員会委員に任命させていただき、今日まで８

年にわたりご活躍いただきました。このたび、教育委員を勇退されることとなりました。

ここに改めてそのご功績を称え、衷心より厚く御礼を申し上げます。 

 湯川謹子氏の後任といたしまして、美浜町和田１５９１番地の３、松本香代氏を教育委

員会委員に任命させていただきたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第

２項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。 

 認定第１号は、平成２６年度美浜町一般会計歳入歳出決算認定について、地方自治法第

２３３条第３項の規定により、監査委員の意見をつけて認定をお願いするものでございま

す。 

 認定第２号 平成２６年度美浜町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、認

定第３号 平成２６年度美浜町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、認

定第４号 平成２６年度美浜町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定

第５号 平成２６年度美浜町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定第６号 

平成２６年度美浜町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、以上５件につき

ましても、地方自治法第２３３条第３項の規定により、監査委員の意見をつけて認定をお

願いするものでございます。 

 次に、認定第７号 平成２６年度美浜町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につ

いて、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、決算に伴う剰余金を剰余金処分計算

書（案）のとおり処分し、あわせて同法第３０条第４項の規定により、監査委員の意見を

つけて認定をお願いするものでございます。 

 以上、本定例会に提案いたしました報告２件、議案１２件、認定７件について、一括し

て提案理由を申し上げました。 

 何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 
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○議長（鈴川基次君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 したがって、本日はこれで散会します。 

午前九時四十八分散会 

 再開は、あす午前９時です。 

 なお、この後、各常任委員会を開催しますので、よろしくお願いします。 


